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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

 （
長
寿
医
療
制
度
）
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
希

望
す
る
場
合
は
、
保
険
料
の
支
払

い
方
法
を
「
年
金
天
引
き
」
か
ら

「
口
座
振
替
」
に
変
更
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
※
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
７

　
月
の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
送

　
付
の
際
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

　
す
。

【
口
座
振
替
の
対
象
に
な
る
人
】

　
①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　
入
す
る
直
前
の
２
年
間
、
国
民

　
健
康
保
険
税
を
滞
納
な
く
納
付

　
し
て
い
た
人
革
本
人
口
座
か
ら

　
②
年
金
収
入
が
１
８
０
万
円
未

　
満
の
人
で
、
世
帯
主
や
配
偶
者

　
の
口
座
か
ら
口
座
振
替
で
き
る

　
人

　
※
世
帯
主
や
配
偶
者
の
口
座
か

　
ら
口
座
振
替
で
お
支
払
い
い
た

　
だ
い
た
保
険
料
は
、
保
険
料
を

　
支
払
っ
た
世
帯
主
や
配
偶
者
の

　
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な

　
り
ま
す
。

纂
支
払
い
方
法
の
変
更
を
希
望
す

る
人
の
手
続
方
法

　
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、

　
申
し
出
（
手
続
き
）
が
必
要
と

　
な
り
ま
す
。

【
申
し
出
（
手
続
き
）
場
所
】

　
各
総
合
支
所
地
域
生
活
課
ま
た

　
は
総
務
部
税
務
課
国
民
健
康
保

　
険
税
係（
市
役
所
迫
庁
舎
１
階
）

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

　
▼
加
入
者
本
人
ま
た
は
配
偶
者
、

　
世
帯
主
の
預
金
通
帳

　
▼
口
座
届
出
印

【
　
月
分
か
ら
口
座
振
替
を
希
望

１２
す
る
場
合
の
申
し
出
期
限
】

　
９
月
　
日
（
火
）

３０

　
※
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く

　
※
期
限
ま
で
に
申
し
出
が
あ
っ

　
た
場
合
、
平
成
　
年
　
月
分
か

２０

１２

　
ら
の
年
金
天
引
き
が
中
止
に
な

　
り
、　

月
納
期
分
か
ら
口
座
振

１２

　
替
と
な
る
予
定
で
す
。

　
※
期
限
後
に
申
し
出
た
場
合
で

　
も
、
翌
年
２
月
分
以
降
で
の
対

　
応
が
で
き
ま
す
の
で
、
お
申
し

　
出
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
】
　
手
続
き
の
際
、
申
出

　
書
と
口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要

　
事
項
を
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま

　
す
。

　
口
座
振
替
依
頼
書
は
、
指
定
の

　
金
融
機
関
窓
口
に
直
接
、
提
出

　
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

　
す
。

　
※
申
出
書
、
口
座
振
替
依
頼
書

　
は
、
申
し
出
（
手
続
き
）
場
所

　
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　
所
得
の
低
い
人
の
保
険
料
が
さ

ら
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
※
該
当
す
る
人
に
は
、
軽
減
後

　
の
保
険
料
額
を
８
月
中
旬
に
通

　
知
し
て
い
ま
す
。

　
※
今
回
の
軽
減
措
置
に
伴
い
、

　
改
め
て
手
続
き
を
し
て
い
た
だ

　
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

纂
均
等
割
額
の
軽
減

　
▼
均
等
割
額
が
７
割
軽
減
に
該

　
当
す
る
人
は
、
８
・
５
割
軽
減

　
に
な
り
ま
す
。

【
軽
減
後
の
保
険
料
の
均
等
割
額

（
年
額
）】

　
▼
改
正
前
＝
７
割
軽
減

　
　
　
郭

　
　
１
万
１
６
０
０
円

　
▼
改
正
後
＝
８
・
５
割
軽
減

　
　
　
郭

　
　
５
７
０
０
円

纂
所
得
割
額
の
軽
減

　
▼
所
得
の
低
い
人
（
例
え
ば
、

　
年
金
収
入
の
み
の
場
合
、
年
額

　
１
５
３
万
円
か
ら
２
１
１
万
円

　
ま
で
の
人
）
は
、
所
得
割
額
が

　
　
％
軽
減
さ
れ
ま
す
。

５０

【
問
い
合
わ
せ
】

　
総
務
部
税
務
課

　
国
民
健
康
保
険
税
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
３

２２

所
得
の
低
い
人
の

保
険
料
が
さ
ら
に
軽
減

国民健康保険税の年金天引きの緩和措置について
　国民健康保険税の納付方法についても、下記の要件に当てはまる人で希望する場合は、支払い方法を「年金

天引き」から「口座振替」に変更することができます（加入者本人または希望する人の口座から）。

【対象になる人】

　①過去２年間の国民健康保険税を滞納なく納付していること。

　②今後の国民健康保険税を口座振替により納付すること。

　※口座振替を希望する人は、後期高齢者医療保険料と同様の手続きをしてください。

【問い合わせ】　総務部税務課　国民健康保険税係　緯 0220（22）2163


「
年
金
天
引
き
」
が
「
口
座
引
き
落
と
し
」
へ
変
更
可
能
に


 所
得
の
低
い
人
の
保
険
料
が
さ
ら
に
軽
減

保
険
料
の
支
払
い
方
法
の

変
更
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
よ

り
円
滑
な
運
営
の
た
め
、
制
度
の

見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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市スポーツまつり参加者・ボランティア募集

　市のスポーツ振興を支える関係団体が主体となって、市スポーツまつりを実施します。多くの皆さんの参加

をお待ちしています。

　また、当日の運営をお手伝いいただけるスタッフを募集しています。

スポーツまつり参加者募集

【日時】　１０月１３日（祝）午前９時～午後１時　

【イベント名・実施時間・対象・内容・場所】

ボランティア募集

【活動内容】　受付や会場誘導、環境整備など

【参加資格】　１５歳以上（中学生不可）

【募集人員】　若干名

場　所内　　　容対　象実施時間イベント名

迫体育館

子どもの成長段階に合わせた効果的
なトレーニング方法を体験するとと
もに、その理論を学びます。

一　般
指導者
小学生

９：００～１２：５０
コーディネーショントレーニング
セミナー

ニュースポーツ（ドッヂビー、ス
ポーツチャンバラ、ユニカール）の
体験

小学生１１：３５～１２：３５チャレンジ！ニュースポーツ

中田総合体育館簡単にできる介護予防体操40歳以上１０：２０～１１：４５いきいき健康体操

中田Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館

親子で一緒に楽しめる体操、体を動
かす楽しさを体験

幼稚園児と
その保護者

１０：３０～１１：４５親子元気アップ体操

登米総合体育館
専用のポールを使用するウオーキン
グ方法。効果的な有酸素運動として、
全身を使うエクササイズを体験

一　般１０：３０～１２：３０ノルディックウオーキング

迫体育館
体力運動能力調査２０歳以上

１１：４５～１２：３０
体力運動能力調査

登米総合体育館９：２０～１０：２０

・共通事項

【申込方法】　電話

【申込期限】　１０月６日（月）※当日参加も受け付けます。

【その他】　詳細については、電話で問い合わせ願います。

【申し込み・問い合わせ】　教育委員会体育振興課　体育振興係　緯 0220（34）2649

秋の交通安全運動

交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル 守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああなななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが 守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守ららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららられれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ交通ルール　守るあなたが　守られるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

　市では「高齢者の交通事故防止」を運動の基本とするほか、以

下の４点を運動の重点として交通安全運動を展開していきます。

【運動の重点】

　すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着

　　用の徹底［全国共通］

　夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止（反

　　射材等利用の促進）［全国共通・登米市］

　飲酒運転の根絶［全国共通・登米市］

　道路の正しい横断の励行［宮城県独自］

【問い合わせ】

　市民生活部市民生活課　市民総務係　緯 0220（58）2118

９月21日（日）～ 30日（火）

飲酒運転は犯罪です！

　平成２０年１月１日から「宮城県飲酒運転根絶に関

する条例」が施行され、飲酒運転根絶への取り組み

が強化されましたが、登米市においては依然として

飲酒運転による違反者が後を絶ちません。運転者は、

飲酒運転が引き起こす事故の重大性、一瞬にして人

命を奪う車の危険性を十分に認識し、また家庭・地

域では飲酒運転をさせない環境づくりに努め、飲酒

運転を根絶しましょう。

纂市内飲酒運転違反者数（平成２０年１月～６月）
　 ▼酒酔い運転　　３人（うち交通事故１人）
　 ▼酒気帯び運転　２２人（うち交通事故１０人）




